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１【提出理由】

　2015年６月３日に金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２

の規定に基づき臨時報告書を提出し、2015年７月１日に金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき臨時報告書の

訂正報告書を提出しましたが、当該臨時報告書の訂正報告書の記載内容の一部に誤りがありましたので、金融商品取引

法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正内容】

　訂正箇所は下線で示しております。

２．旭硝子株式会社2015年７月発行新株予約権（通常型ストックオプション）

(4）発行価額の総額

　　（訂正前）

800円

 

　　（訂正後）

300,800,000円

 

(6）募集新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

　　（訂正前）

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、300,800,000円とする。

（後略）

 

　　（訂正後）

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、800円とする。

（後略）

 

以　上
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